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厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

化学物質の性状に関連の強い労働災害の発生状況（全国）
※化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果（令和６年11月公表）をもとに作成

発生年

事故の型別

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

有害物等との接触 ４０４ ４３０ ４０８ ４４２ ４６３

爆発 ３５ ３４ ３４ ３４ ４９

火災 ９５ ３４ ３０ ３６ ３０

合計 ５３４ ４９８ ４７２ ５１２ ５４２

化学物質の性状に関連の強い労働災害は、
直近10年間で、年間500件前後で推移しており、減少は見られない。

１ 職場における
化学物質による労働災害発生状況

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001339306.pdf


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 有害物等との接触による労働災害の発生が多い
上位10業種【令和元年から令和３年までの合計】

順
位

業種 件数
順
位

業種 件数

１ 食料品製造業 162件 ６ 小売業 72件

２ 化学工業 119件 ７ 飲食店 62件

３ 清掃・と畜業 97件 ８ その他の建設業 58件

４ 金属製品製造業 88件 ９ 道路貨物運送業 47件

５ 建築工事業 83件 10 その他の事業 43件

１ 職場における
化学物質による労働災害発生状況



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

業種 原因物質 GHS絵表示 発生状況

中
毒
・
薬
傷

商業
（H31.４月）

次亜塩素酸ナトリウム
（未規制物質）

倉庫内で、次亜塩素酸ソーダ水を浸み込ませ、絞った雑巾を使
用して、木製パレットに付着したカビの払しょく作業をしていたとこ
ろ、作業員が両手化学熱傷となった。

保健衛生業
（R1.7月）

塩素
（第２類物質）

事業場内のエントランスホール及び談話室において、入所者に
お茶を提供する作業を行っていたところ、加湿器に誤って次亜塩
素酸ナトリウムを補充したため、発生したガスにより吐き気や咳込
み等の症状を発し、救急車で病院に搬送され、塩素ガス中毒と診
断された。

製造業
（H30.2月）

メチルエチルケトン
（第２類有機溶剤）

製造室内で使用期限切れのインクジェッター用のインクカートリッ
ジを廃液用ポリ容器に移していた際に、インクをこぼしてしまい、
約30分、溶剤を使用してインクの拭き取り作業を行った。その間、
同室内の10数m離れた場所で別の作業を行っていた被災者が、
翌日に頭痛を申し出たため、病院で診察を受けたところ、有機溶
剤中毒と診断された。

ビルメンテナ
ンス業
（H29.４月）

フッ化水素
（第２類物質）

出張先でのトイレ清掃作業中、便器、床等の水垢洗浄のため、
洗浄剤（フッ化水素含有）を使用して作業者3名が作業をしていた
ところ、咳、発熱、関節痛、倦怠感など体調不良を訴えた。その後、
ふらつき等の症状が激しくなったため、救急搬送され、フッ化水素
中毒と診断された。

１ 職場における
化学物質による労働災害発生状況

◼ 職場における化学物質による労働災害事例

※出典：平成29年～令和元年労働者死傷病報告



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

１ 職場における
化学物質による労働災害発生状況

◼ GＨＳに基づくラベル・ＳＤＳ

●●●

危険

○○○○○・・・
△△△△・・・・

ラベルの表示

SDS（安全データシート）

安全データシート
（SDS）
●●●
---------------------
---------------------

------------------------------------------

事業者間の取引時にSDSを提供し、化学物質の危険有害性や適切な取扱い方法などを伝達

１ 化学品および会社情報
２ 危険有害性の要約（GHS分類）
３ 組成および成分情報
４ 応急措置
５ 火災時の措置
６ 漏出時の措置
７ 取扱いおよび保管上の注意
８ ばく露防止および保護措置

９ 物理的および化学的性質
10 安定性および反応性
11 有害性情報
12 環境影響情報
13 廃棄上の注意
14 輸送上の注意
15 適用法令
16 その他の情報

（製品の特定名） △△△製品  ○○○○ （絵表示）  
（注意喚起語） 危険

（危険有害性情報）
・引火性液体及び蒸気 ・吸入すると有毒 ・・・

（注意書き） ・火気厳禁  ・防毒マスクを使用する ・・・・・・

「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals）」（GHS）（国連勧告）に基づく分類、JIS Z7252, 7253及び事業者向けGHS分類ガイダンス等に依ります。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

１ 職場における
化学物質による労働災害発生状況

◼ GＨＳ絵表示と対象となる危険有害性

爆弾の爆発 炎 円上の炎 ガスボンベ

⚫ 爆発物

⚫ 自己反応性化学品

⚫ 有機過酸化物

⚫ 可燃性ガス

⚫ エアゾール

⚫ 引火性液体

⚫ 可燃性固体

⚫ 自己反応性化学品

⚫ 自然発火性液体

⚫ 自然発火性固体

⚫ 自己発熱性化学品

⚫ 水反応可燃性化学
品

⚫ 有機過酸化物

⚫ 鈍性化爆発物

⚫ 酸化性ガス

⚫ 酸化性液体

⚫ 酸化性固体

⚫ 高圧ガス

腐食性 どくろ 健康有害性 感嘆符 環境

⚫ 金属腐食性化
学品

⚫ 皮膚腐食性／
刺激性

⚫ 眼に対する重
篤な損傷性／
眼刺激性

⚫ 急性毒性 ⚫ 呼吸器感作性

⚫ 生殖細胞変異原性

⚫ 発がん性

⚫ 生殖毒性

⚫ 特定標的臓器毒性（単回ばく露）

⚫ 特定標的臓器毒性（反復ばく露）

⚫ 誤えん有害性

⚫ 急性毒性

⚫ 皮膚腐食性／刺激性

⚫ 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

⚫ 皮膚感作性

⚫ 特定標的臓器毒性（単回ばく露）

⚫ オゾン層への有害性

⚫ 水生環境有害
性、短期（急
性）

⚫ 水生環境有害
性、長期（慢
性）

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_symbol.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 化学物質による休業４日以上の労働災害のうち、特定化

学物質障害予防規則等の規制対象外の物質による労働災害

が約８割。

◼ 特定化学物質障害予防規則等に追加されるとその物質の

使用をやめ、危険性・有害性を十分に確認、評価せずに規

制対象外の物質に変更し、その結果、十分な対策が取られ

ずに労働災害が発生。

１ 職場における
化学物質による労働災害発生状況

化学物質管理のあり方について、
従来の規制だけでなく、新しい規制が必要。



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

２ 職場における新たな化学物質管理規制

管理対象物質が
約2900物質
まで急増する。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

２ 職場における新たな化学物質管理規制
2023(R5).4.1 2024(R6).4.1

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

名称等の表示・通知をしなければならない化学物質の追加

ばく露を最小限度にすること
（ばく露を濃度基準値以下にすること）

ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
（健康障害を起こすおそれのある物質関係）

衛生委員会付議事項の追加

化学物質によるがんの把握強化

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存

化学物質労災発生事業場等への監督署長による指示

リスクアセスメント等に基づく健康診断の実施・記録作成等

がん原性物質の作業記録の保存

実
施
体
制

の
確
立

化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化

雇入れ時等教育の拡充

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大

情
報
伝
達
の
強
化

ＳＤＳ等による通知方法の柔軟化

「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新

通知事項の追加及び含有量表示の適正化

事業場内別容器保管時の措置の強化

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大

管理水準良好事業場の特別規則適用除外

特殊健康診断の実施頻度の緩和

第三管理区分事業場の措置強化

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行
2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行
2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2022(R4).5.31(公布日)施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 化学物質管理者の選任
 選任が必要な事業場（業種・規模要件なし）

• リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場

• 個別の作業現場ごとでなく、工場、店社、営業所等の事業場ごとに選任

• 一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外

• 事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能

• 化学物質を化学的に合成するほか、混合、濃縮・希釈、他物質を添加、
小分け等により化学物質等を含む製品化を行うことも「製造」に該当。

 選任要件

• 化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者

✓ リスクアセスメント対象物の製造事業場

→ 専門的講習の修了者

✓ リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場

→ 資格要件無し（専門的講習等の受講を推奨）

２ 職場における新たな化学物質管理規制

Q&AのNo.2-1-1～2-1-10を参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001107730.pdf


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 化学物質管理者の選任
 職務

• ラベル・SDS（安全データシート）の確認及び化学物質に係るリスクアセス
メントの実施の管理

• リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

• 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

• 化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知、教育

• ラベル・SDSの作成（リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合）

• リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

２ 職場における新たな化学物質管理規制

化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することが必要。
選任後、化学物質管理者の氏名を関係労働者に周知することが必要。

『化学物質管理者 講習 北海道』
で検索

Q&AのNo.2-1-1～2-1-10を参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001107730.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

２ 職場における新たな化学物質管理規制

◼ 保護具着用管理責任者の選任
 選任が必要な事業場（リスクアセスメントの実施結果による）

• リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場

 選任要件

• 保護具について一定の経験及び知識を有する者

✓ 化学物質管理専門家の要件に該当する者

✓ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

✓ 第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者

✓ 特定化学物質及び四アルキル鉛、有機溶剤、鉛の作業主任者資格を有する者

✓ 保護具着用管理責任者に対する教育実施要領に基づく教育を受けた者 etc.

 職務

• 保護具の適正な選択

• 労働者の保護具の適正な使用

• 保護具の保守管理

保護具着用管理責任者を
選任すべき事由が発生した日から
14日以内に選任することが必要。
選任後、保護具着用管理責任者の

氏名を関係労働者に周知
することが必要。

Q&AのNo.2-2-1～2-2-3を参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/18ginou.html
https://www.exam.or.jp/


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ スローガン 『慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方』
 期間：令和８年２月１日から２月28日まで

３ 第２回化学物質管理強調月間

https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ リーフレット及び自主点検表

３ 第２回化学物質管理強調月間

https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

４ 化学物質のリスクアセスメントについて

◼ リスクアセスメント対象物の確認
 使用している製品に含まれる化学物質のＳＤＳをメーカー等から入手

• 単に最新のＳＤＳを入手するのではなく、現在使用している製品と化学物質の
成分・比率が同じもので、情報が最新のＳＤＳを入手する。

 令和７年４月１日、令和８年４月１日時点のリスクアセスメント対象物

• 労働安全衛生法に基づくラベル表示・ＳＤＳ交付の義務対象物質一覧（令和５
年８月30日改正政令、令和５年９月29日改正省令公布、令和７年４月１日、令
和８年４月１日及び令和７年９月19日施行）

 令和９年４月１日に追加予定のリスクアセスメント対象物（約150物質）

• 労働安全衛生法に基づくラベル表示・ＳＤＳ交付の義務対象物質一覧（令和７
年２月19日改正政令及び改正省令公布、令和９年４月１日施行）（令和７年９月
19日更新）

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001168179.xlsx
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001474394.xlsx


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

４ 化学物質のリスクアセスメントについて

◼ 化学物質リスクアセスメント実施の一助となるマニュアルの活用

 業種・作業別マニュアル

• ビルメンテナンス業 【洗剤・洗浄剤】

• 食料品製造業 【洗剤・洗浄剤】

• 飲食店   【洗剤・洗浄剤】

• 塗装作業 【塗料】

• 接着関連作業 【接着剤】

 建設業における化学物質取扱いリスク管理マニュアル（建災防ＨＰ）

• 建築工事マニュアル

• 土木工事マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55176.html
https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/chemical_management/about.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

４ 化学物質のリスクアセスメントについて

◼ 化学物質のリスクアセスメント実施支援ツールの活用
 職場のあんぜんサイト

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm#h2_2


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

４ 化学物質のリスクアセスメントについて

◼ 化学物質のリスクアセスメント実施支援ツールの活用
 CREATE-SIMPLE（クリエイト・シンプル）の操作説明【動画視聴】

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm#h2_2
https://www.youtube.com/watch?v=cIZHOCcGQ5g
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

御清聴ありがとうございました。
今年（度）も御安全に！！

今回の説明内容を含め、安全衛生に関する御質問・不明点等があれば

浦河労働基準監督署 監督・安衛課（ＴＥＬ 0146－22－2113）

までお問い合わせください。
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